
令和８年（２０２６年）５月１日 

 

生活保護関係書類の誤送付について 

 

１ 概要 

  A氏を含む生活保護受給世帯 130世帯を対象に、令和 8年度の新担当を連

絡する文書を送付した際、A氏宛の送付状を誤って B氏に送付する事案が発

生。その結果、B氏が開封した際、A氏宛の送付状を発見したもの。 

    

２ 漏えいした個人情報 

   A氏の氏名、住所及び生活保護を受給していることが類推される情報 

 

３ 経緯 

・令和 8年 4月 20日 

A氏を含む生活保護受給世帯 130世帯を対象に、令和 8年度の新担当を連

絡する文書を送付。 

 

・令和 8年 4月 22日 

  B 氏から、B 氏が当課からの郵便物を開封したところ、A 氏宛の送付状が

入っていたとの電話連絡があり、誤送付の事実が判明。 

 

４ 発覚後の対応 

令和 8 年 4 月 22 日、B 氏宅を訪問。送付状の誤送付を謝罪し、了承いた

だいた。（※A氏の送付状を回収） 

同日、A氏宅を訪問。別人へ A氏の送付状を誤送付したことを謝罪し、了

承いただいた。 

 

５ 原因 

  ・担当者・確認者共に発送管理簿に記入済みの発送予定数と実際の発送通数

のチェックが不徹底であった。 

  ・担当者・確認者共に封入物のチェックが不徹底であった。 

報道資料 

中央区保護第二課において、生活保護関係書類（送付状）を別の被保護者に誤送

付する事案が発生しました。 

関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。 

 今後、このようなことが発生しないよう再発防止に努めてまいります。 

なお、詳細は以下のとおりです。 



   

６ 再発防止策 

・担当者は発送予定数と実際の発送通数を確認する際の指差し・声出し確認

を徹底する。 

・確認者は通数確認時、担当者と一緒に読合せて確認する。 

・担当者及び確認者は、文書発送作業を行う際、作業中断が生じないように、

他の業務対応をしない時間を確保した上で、自席では行わず、作業に集中

する。 

・担当者が通数を確認する際の指差し・声出し確認、確認者と担当者による

読合せ及び発送作業は自席では行わないことについて手順書に追記する。 

・管理監督職は、発送に関する手順が実行されているかを日常的にチェック

するとともに、必要な指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

                 熊本市中央区役所保健福祉部保護第二課 

                 電話：096-328-2325 

                 課長  ：森川 毅（もりかわ つよし） 

                 課長補佐：市原 敬洋（いちはら たかひろ） 


